
 

 

 

 

（注 1） 事業収入減少の要件と軽減率 

令和 2 年 2 月～10 月までの任意の連続す

る３ヶ月間の事業収入が前年同期間と比べて 
軽減率 

30％以上 50％未満減少している 2 分の 1 

50％以上減少している 全額 

（注 2） 中小事業者等とは、次の①、②、③のいずれかを満たす法人又は個人を示します 

（性風俗関連特殊営業を営む者を除く）。 

① 資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下の法人 

ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の 2 分の 1 以上を所

有されている法人、もしくは、2 以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総

額の 3 分の 2 以上を所有されている法人は除く 

② 資本又は出資を有せず常時使用する従業員が 1,000 人以下の法人 

③ 常時使用する従業員が 1,000 人以下の個人 

 

③申告（2 月 1 日まで） 

  
 ①申請     ②確認         ④軽減   

    会計帳簿等で事業収入減少要件及び 
                      対象者要件を満たしているか確認 

 

（注3） 認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門知識や実務経験を持つ者として中小

企業等経営強化法の認定を受けた税理士・公認会計士・監査法人・中小企業診断士・金融機

関等や、中小企業団体中央会・商工会議所・商工会のほか、申告内容の確認ができる税理

士・青色申告会等も含まれます。 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の皆様へ 

令和３年度分の固定資産税の特例措置について 

対象者及び軽減割合 

申告手続等 

軽減措置の流れ 

事業者 滝上町 

認定経営革新等支援機関等 



 

【提出先・問い合わせ先】 

〒099-5692 

北海道紋別郡滝上町旭町 

滝上町役場 住民生活課資産税係 

℡0158-29-2111（内線 227・228） 

  

対象者要件を満たしていることを誓約した上で記入してください。 

裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けた申告書を 

提出してください。 

会計帳簿や青色申告決算書、収支内訳書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付して

ください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類の

写しを添付してください。 

事業用家屋を所有している場合は、申告書の別紙として添付してください。 

※  令和 2 年 1 月 2 日以降に新築・増築された家屋の「所在」「家屋番号」「床面積」については、登 

記簿等に記載した内容を記入してください。 

※  償却資産については、令和 3 年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととな  

りますので必ず一緒に提出してください。 

個人事業主で事業用家屋を所有している方は、青色申告決算書、収支内訳書や見取り図など、事 

業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。 

※申告書及び（別紙）特例対象資産一覧は、ホームページよりダウンロードできるほか、窓口にてお受

け取りいただけます。 

 

〇 「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企

業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」 

URL https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 

〇 「固定資産税の軽減（課税標準の特例）について」 

  URL http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/covid19/koteikeigen/ 

申告する際に町へ提出する書類 

関連リンク 

※認定経営革新等支援機関等の確認を受け

た申告書（原本）に加えて、同機関に提出し

た書類と同じもの（写し）を提出してください。 


